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 都政第１９０号の２ 

 

              岐阜県都市計画審議会 

 

 

大垣市計画道路を次のように変更したいので、都市計画法

第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定

により諮問します。 

 

 

 

  令和３年１１月１９日 

 

             岐阜県 

             上記代表者 岐阜県知事 古田 肇 

 

 

 



 

大垣都市計画道路の変更（岐阜県決定） 

 
1. 都市計画道路中３・３・１３号長松大井線を３・３・１３号長松青墓線に、３･４･４１１号瀬古下宮線を３・６・４１１号瀬古下宮線に名称を改め、次のように変更する。

また、３・３・５南高橋神戸線ほか１路線を次のように変更する。 

種別 

名称 位置 区域 構造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経由地 
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間における鉄道

等との 

交差の構造 

幹線街路 3・3・5 南高橋神戸線 
大垣市南高橋

町 2丁目 

神戸町大字 

柳瀬字釈迦堂 

神戸町大字 

柳瀬字福田 

約 4,270m 

（約 930ｍ） 
地表式 － 25m 

ＪＲ東海道本線と藤江２丁

目にて立体交差 

幹線街路と平面交差 6 ヶ所 

 

幹線街路 3・3・13 長松青墓線 
大垣市長松町

字高田 

大垣市青墓町

1 丁目 

大垣市矢道

町 
約 2,150ｍ 地表式 4 車線 25ｍ 

ＪＲ東海道線と立体交差 

幹線街路と平面交差３箇所 
 

幹線街路 3・3・409 
大垣神戸大野

線 

神戸町大字 

柳瀬字釈迦堂 

神戸町大字 

西座倉字宮後 

神戸町大字 

瀬古字元住

吉 

約 2,520ｍ 地表式 4 車線 25m -  

幹線街路 3･6･411 瀬古下宮線 
神戸町大字 

瀬古字元住吉 

神戸町大字下

宮字村前 

神戸町大字

新屋敷字村

西 

約 2,160m 地表式 2 車線 9.75m 
自動車専用道路と立体交差

１ヶ所 
 

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

理 由 

（３・３・５号南高橋神戸線） 

・３・３・１３号長松大井線廃止に伴い、当該路線との交差点部の幅員を２７ｍから単路部と同じ２５ｍに変更するとともに、終点を変更するものである。 
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（３・３・１３号長松青墓線） 

・３・３・１３号長松大井線の一部区間の計画を廃止するに伴い、名称及び終点を変更し、車線数を決定するものである。 

（３・３・４０９号大垣神戸大野線） 

・３・３・１３号長松大井線廃止に伴い、当該路線との交差点部の幅員を２７ｍから単路部と同じ２５ｍに変更するものである。 

（３・６・４１１号瀬古下宮線） 

 ・将来の交通状況や都市像を見通しつつ、幹線道路網全体の見直しの方向性を示した「神戸町道路網見直し基本方針」（令和元年５月策定）において、沿道の土地利用

が見込めないことから規模の検討を行うこととしている。今後、市街化の進展が見込めない状況下、市街化調整区域内を通過する本路線においては、沿道開発は見込

めないことや歩行者通行機能としては、片側歩道でその機能が確保できることから、幅員を１６ｍから９．７５ｍに変更するものである。あわせて、広域的な幹線道

路として、より安全性が高く走行機能を確保した道路線形に見直しを図るものである。 

   

 

2. 都市計画道路に３・５・３５号大島大井線を次のように追加する。 

種別 

名称 位置 区域 構造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経由地 
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間における鉄道等

との 

交差の構造 

幹線街路 
3・５・３

5 
大島大井線 

大垣市大島町

1 丁目 

大垣市大井 

3 丁目 
大垣市緑園 約 4,400m 地表式 2 車線 15m 

ＪＲ東海道線と立体交差 

幹線街路と平面交差 6 ヶ所 
 

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

理 由 

   （３・５・３５号大島大井線） 

・将来の都市像を踏まえた上で社会経済情勢の変化に対応した道路網を再構築するため、都市計画道路の見直しを行った結果、３・３・１３号長松大井線の一部区間の

計画が廃止され、３・３・１３号長松青墓線に名称及び終点を変更するに伴い、３・５・３５号大島大井線を追加するものである。 
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大垣都市計画道路の変更に関する補足説明 

１ 変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更等 

区分 

名称 
変更内容 備考 

番号 路線名 

幹線街路 3･3･5  南高橋神戸

線 

○位置の変更 
・終点 神戸町大字柳瀬字釈迦堂→神戸町大字柳瀬字釈迦堂 

○区域の変更 

  ・延長 L=4,250m→L＝4,270m（神戸町内 L=910m→L=930m） 

○構造の変更［神戸町内のみ変更］ 

・幅員 交差点部 W=27m→W=25m(L=140m) 

 

変更 

幹線街路 3･3･13 長松青墓線 〇名称の変更 

 ・3・3・13 長松大井線→3・3・13 長松青墓線 

○終点の変更 

 ・大垣市大井 3丁目→大垣市青墓町 1丁目 

○車線数の決定 

 ・車線数 規定なし→4車線 

変更 

幹線街路 3・5・35 大島大井線 〇都市計画道路の追加 追加 

幹線街路 3･3･409  大垣神戸大

野線 

○構造の変更［神戸町内のみ変更］ 

・幅員 交差点部 W=27m→W=25m(L=360m) 

変更 

幹線街路 3･6･411 瀬古下宮線 ○名称の変更 

 ・3･4･411 瀬古下宮線→3･6･411 瀬古下宮線 

○区域の変更 

 ・幅員変更 W=16m→W=9.75m(L=2,160m) 

変更 

3
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２ 関係機関との協議 大垣市、神戸町 

 

 

３ 縦覧期間     令和３年１０月１日 ～ 令和３年１０月１５日  

 

 

４ 意見書の提出   なし
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理 由 書 

 
 大垣市、神戸町では大垣都市計画区域マスタープランに基づき、社会経済情勢の変化を考

慮しつつ必要性を検証し、適時適切な見直しを行うこととし、将来の都市像を踏まえた上で、

必要性や合理性などから総合的な評価を行い、将来交通需要予測も踏まえたうえで都市計

画道路の見直し検討を進め、大垣市においては平成２９年３月に「大垣市都市計画道路の見

直し基本方針」を、神戸町においては令和元年５月に「神戸町道路網見直し基本方針」を策

定・公表するなどしてきた。 
 この度、この見直し方針等に基づき、次のとおり都市計画の変更を行うものである。 
 
【都市計画道路３・３・１３長松青墓線】【都市計画道路３・５・３５大島大井線】 

（変更前：３・３・１３長松大井線） 

 長松大井線は、大垣市長松町から神戸町内を経由し、大井までを結ぶ環状道路であり、市

街地に集中する交通を分散し、市街地の渋滞を解消させる役割を担う幹線街路である。一般

県道大垣池田線に指定され、工業専用区域にも隣接しているため、工場等の物資輸送におい

ても重要な役割を担っている。 
見直し検討の結果、大垣市青墓町から大島町までの区間において、混雑緩和機能や主要拠

点へのアクセス機能等が低いと判断され、再編後道路網検証においても、当路線や周辺道路

等への影響がなく、市道昼飯赤坂１号線及び県道柳瀬赤坂線が代替路線として機能してい

ることから、約８，６８０ｍについて廃止する。路線の中間が廃止されるため、長松大井線

の終点を大垣市青墓町１丁目、延長を約２,１５０ｍ、名称を３・３・１３長松青墓線に変

更し、加えて新たに車線数４車線と定める。さらにこれに伴い、起点を大垣市大島町１丁目、

終点を大垣市大井３丁目、延長約４，４００ｍ、幅員１５ｍ、車線数２車線とする３・５・

３５大島大井線を追加するものである。 
 

【都市計画道路３・６・４１１瀬古下宮線】 

  （都）瀬古下宮線は、神戸町中心部付近から町東部を通過し、（都）大垣神戸大野線、（都）

南高橋神戸線と一体となって、大垣市にアクセスする幹線街路として、平成１６年に都市計

画決定した都市計画道路である。本路線は、都市間を結び広域的な交通を処理する機能を担

うとともに、都市の骨格を形成する重要な路線であるものの、人口減少の状況下、市街化の

進展が見込めない状況である。 

「神戸町道路網見直し基本方針」においては、本路線は、IC などへのアクセス道路とし

ての必要性はあるものの、沿道の土地利用が見込めないことから規模の検討を行うことと

しており、また本路線は市街化調整区域内を通過する道路であり、沿道開発は見込めないこ

と、歩行者通行機能としては、片側歩道でその機能が確保できることから、両側歩道計画を
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片側歩道計画に変更する。また、広域的な幹線道路として、より安全性が高く、走行機能を

確保した道路線形に見直しを図るものである。 

 

【都市計画道路３・３・５南高橋神戸線】 

（都）南高橋神戸線は、（都）長松大井線の路線の一部廃止に伴い、当該路線との交差

点部の幅員を２７ｍから単路部と同じ２５ｍに変更するとともに、終点を変更するもので

ある。 

 

【都市計画道路３・３・４０９大垣神戸大野線】 

（都）大垣神戸大野線は、（都）長松大井線の路線の一部廃止に伴い、当該路線との交差

点部の幅員を２７ｍから単路部と同じ２５ｍに変更するものである。 
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①

②

一般国道２１号線

大垣都市計画区域総括図（大垣市）

【対象路線】
①3・3・13長松青墓線
②3・5・35大島大井線
③3・3・5南高橋神戸線
④3・3・409大垣神戸大野線
⑤3・6・411瀬古下宮線

大垣市役所

大垣駅

3･3･13長松青墓線
〇名称の変更

3･3･13 長松大井線→ 3･3･13 長松青墓線
〇終点の変更

大垣市大井3丁目→大垣市青墓1丁目
〇車線の数の決定 4車線

3･5･35大島大井線
〇路線の追加

神戸町

【凡例】
変更区間・箇所 ・

廃止区間
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一般国道２１号線

大垣市役所

大垣駅

神戸町

大垣都市計画区域分割図（大垣市）

議案書のページ数

３－１５

３－１６

３－１７

３－１８ ３－２０ ３－２１

３－２３

３－２４

３－２５

３－２６
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①

②

【対象路線】
①3・3・13長松青墓線
②3・5・35大島大井線
③3・3・5南高橋神戸線
④3・3・409大垣神戸大野線
⑤3・6・411瀬古下宮線

3･3･13長松青墓線
〇名称の変更

3･3･13 長松大井線→ 3･3･13 長松青墓線
〇終点の変更

大垣市大井3丁目→大垣市青墓1丁目
〇車線の数の決定 4車線

3･5･35大島大井線
〇路線の追加



大垣都市計画区域総括図（神戸町）

【凡例】
対象路線
変更区間・箇所 ・

廃止区間

③

④

⑤

大垣市

①
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【対象路線】
①3・3・13長松青墓線
②3・5・35大島大井線
③3・3・5南高橋神戸線
④3・3・409大垣神戸大野線
⑤3・6・411瀬古下宮線

3・3・409 大垣神戸大野線
〇構造の変更[神戸町内のみ変更]
・幅員 交差点W=27m→W=25m(L=360m)

3・3・5 南高橋神戸線
〇位置の変更

・終点 神戸町大字柳瀬字釈迦堂→神戸町柳瀬字釈迦堂
〇区域の変更

・延長 L=4,250m→L=4,270m(神戸町内
L=910m→L=930m)
〇構造の変更[神戸町内のみ変更]

・幅員 交差点W=27m→W=25m(L=140m)

3・3・13 長松大井線

〇区域の変更

・全区間廃止（廃止延長L＝3,270ｍ）



大垣都市計画区域分割図（神戸町）

大垣市

3・3・409 大垣神戸大野線
〇構造の変更[神戸町内のみ変更]
・幅員 交差点W=27m→W=25m(L=360m)

3・3・5 南高橋神戸線
〇位置の変更

・終点 神戸町大字柳瀬字釈迦堂→神戸町柳瀬字釈迦堂
〇区域の変更

・延長 L=4,250m→L=4,270m(神戸町内
L=910m→L=930m)
〇構造の変更[神戸町内のみ変更]

・幅員 交差点W=27m→W=25m(L=140m)

3・3・13 長松大井線

〇区域の変更

・全区間廃止（廃止延長L＝3,270ｍ）

議案書のページ数

３－３２ ３－３３

３－３４

３－３０
３－２８

３－１９
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③

④

⑤

①

【対象路線】
①3・3・13長松青墓線
②3・5・35大島大井線
③3・3・5南高橋神戸線
④3・3・409大垣神戸大野線
⑤3・6・411瀬古下宮線

３－２２



①

②

一般国道２１号線

【対象路線】
①3・3・13長松青墓線
②3・5・35大島大井線
③3・3・5南高橋神戸線
④3・3・409大垣神戸大野線
⑤3・6・411瀬古下宮線

大垣市役所

大垣駅

3･3･13長松青墓線
〇名称の変更

3･3･13 長松大井線→ 3･3･13 長松青墓線
〇終点の変更

大垣市大井3丁目→大垣市青墓1丁目
〇車線数の決定 4車線

3･5･35大島大井線
〇路線の追加

神戸町

【凡例】
変更区間・箇所 ・

廃止区間

① 3・3・13長松青墓線
② 3・5・35大島大井線

3-13

（大垣市）



【凡例】
対象路線
変更区間・箇所 ・

廃止区間

大垣市

養
老
鉄
道

神戸町役場

北神戸駅

広神戸駅

東赤坂駅

①

① 3・3・13長松青墓線（神戸町）

路線の廃止

3・3・13 長松大井線
〇区域の変更
・全区間廃止（廃止延長L＝3,270ｍ）
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計画図（① 3･3･13長松青墓線 1/12)

3-15

【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線



計画図（① 3･3･13長松青墓線 2/12)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

終点の変更

路線の廃止 3･3･24昼飯大島線



計画図（① 3･3･13長松青墓線 3/12)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

路線の廃止



計画図（① 3･3･13長松青墓線 4/12)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

路線の廃止



計画図（① 3･3･13長松青墓線 5/12)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

路線の廃止



計画図（① 3･3･13長松青墓線 6/12)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

路線の廃止

1
･
3
･
1東
海
環
状
自
動
車
道



計画図（① 3･3･13長松青墓線 7/12)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

路線の廃止

3
･
3
･5
南
高
橋
神
戸
線



計画図（① 3･3･13長松青墓線 8/12)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

路線の廃止

3
･
3
･5
南
高
橋
神
戸
線
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

計画図（① 3･3･13長松青墓線 9/12)
（② 3･5･35大島大井線 1/4)

【3・5・35大島大井線】
○都市計画道路の追加
延長 L＝4,400ｍ
幅員 15ｍ
車線数 2車線

路線の廃止

都市計画道路の追加
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

【3・5・35大島大井線】
○都市計画道路の追加
延長 L＝4,400ｍ
幅員 15ｍ
車線数 2車線

都市計画道路の追加

路線の廃止

計画図（① 3･3･13長松青墓線 10/12)
（② 3･5･35大島大井線 2/4)
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

計画図（① 3･3･13長松青墓線 11/12)
（② 3･5･35大島大井線 3/4)

【3・5・35大島大井線】
○都市計画道路の追加
延長 L＝4,400ｍ
幅員 15ｍ
車線数 2車線

路線の廃止

都市計画道路の追加
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【凡例】
変更後
変更前

【3・3・13長松青墓線】
○名称の変更
3・3・13長松大井線 → 3・3・13長松青墓線
○終点の変更
大垣市大井3丁目→大垣市青墓町１丁目
○車線の数の決定
車線数 4車線

計画図（① 3･3･13長松青墓線 12/12)
（② 3･5･35大島大井線 4/4)

【3・5・35大島大井線】
○都市計画道路の追加
延長 L＝4,400ｍ
幅員 15ｍ
車線数 2車線

路線の廃止

都市計画道路の追加



【凡例】
対象路線
変更区間・箇所 ・

廃止区間

大垣市

養
老
鉄
道

神戸町役場

北神戸駅

広神戸駅

東赤坂駅

③ 3・3・5南高橋神戸線

③

終点位置の変更

幅員縮小

3・3・5 南高橋神戸線

〇位置の変更

・終点 神戸町大字柳瀬字釈迦堂→神戸町柳瀬字釈迦堂

〇区域の変更

・延長 L=4,250m→L=4,270m(神戸町内 L=910m→L=930m)

〇構造の変更[神戸町内のみ変更]

・幅員 交差点 27m→25m(L=140m)

3-27



計画図（③ 3・3・5南高橋神戸線）

幅員縮小

終点の位置の変更（路線延長）

【3・3・5南高橋神戸線】
○終点位置の変更
神戸町大字柳瀬字釈迦堂→神戸町大字柳瀬字釈迦堂
変更延長 L=910m→930m(神戸町内のみ）

○区域の変更
変更延長 L=140m
幅員 27m→25m

3
･
3
･5
南
高
橋

神
戸
線

3
･
3
･1
3長

松
大

井
線
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【凡例】
変更後
変更前



【凡例】
対象路線
変更区間・箇所 ・

廃止区間

大垣市

養
老
鉄
道

神戸町役場

北神戸駅

広神戸駅

東赤坂駅

④ 3・3・409大垣神戸大野線

④

3・3・409 大垣神戸大野線

〇構造の変更[神戸町内のみ変更]

幅員 交差点 27m→=25m(L=360m)
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計画図（④ 3･3･409大垣神戸大野線)

【3・3・409 大垣神戸大野線】
○区域の変更
変更延長 L=360m
幅員 27m→25m

幅員縮小

3･3･13長松大井線

3
･
3
･4
0
9大

垣
神
戸
大

野
線
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【凡例】
変更後
変更前



【凡例】
対象路線
変更区間・箇所 ・

廃止区間

大垣市

養
老
鉄
道

神戸町役場

北神戸駅

広神戸駅

東赤坂駅

⑤

3・6・411 瀬古下宮線

〇名称の変更

・3・4・411 瀬古下宮線→3・6・411 瀬古下宮線

〇区域の変更

・幅員変更 W=16m→W=9.75m(L=2,160m)

⑤ 3･6･411瀬古下宮線

幅員縮小
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計画図（⑤ 3･6･411瀬古下宮線 1/3)

【3・6・411瀬古下宮線】
○名称の変更

3・4・411瀬古下宮線→3・6・411瀬古下宮線
○区域の変更

変更延長 L=2,160m
幅員 16m→9.75m

幅員縮小
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【凡例】
変更後
変更前



計画図（⑤ 3･6･411瀬古下宮線 2/3)

【3・6・411瀬古下宮線】
○名称の変更

3・4・411瀬古下宮線→3・6・411瀬古下宮線
○区域の変更

変更延長 L=2,160m
幅員 16m→9.75m

幅員縮小
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【凡例】
変更後
変更前



計画図（⑤ 3･6･411瀬古下宮線 3/3)

【3・6・411瀬古下宮線】
○名称の変更

3・4・411瀬古下宮線→3・6・411瀬古下宮線
○区域の変更

変更延長 L=2,160m
幅員 16m→9.75m

幅員縮小
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【凡例】
変更後
変更前


